
 

 

 

 

 
     

  

 

 

 

区  分 調   査 改修・撤去 

補 助 期 間 令和６～９年度 令和７～１０年度 

補助対象団体 

・商店街振興組合 

・商店街を地区とする事業協同組合 

・商工会 

・中小小売商業者等を主たる構成員とする法人格を有しない団体 

補助対象施設 
アーチ、アーケード及び街路灯 

 
注：設置後１０年以上経過した施設が対象 

補助対象経費 劣化調査費等 施設改修費、撤去費 

補 助 率 ８０％以内 ※１ ５０％以内 ※１ 

補 助限度 額 
４０万円／団体 

（令和６～９年度の累計） 

５００万円／団体 

（令和７～１０年度の累計） 

下 限 要 件 － 
補助対象経費２５０万円超／団体 

（令和７～１０年度の累計） 

備    考 － 

・建築士等の事前調査が必要 

・前年度までに計画認定申請が必要 

・撤去は商店街の解散を目的としな

いこと 

申 請 期 限 

令和８年５月２９日（金） 

計画認定申請：令和８年９月３０日（水） 

・令和９年度以降に改修・撤去を予定している場合は申請してください 

・既に計画認定を受けている団体で、令和９年度以降の計画内容に変更

がある場合は、計画変更申請をしてください。 

商店街共同施設災害対策支援助成 

安心・安全な商店街づくりのため、大規模地震等の発生に備え、商店街が保有する老朽

化したアーチ、アーケード及び街路灯の調査、改修・撤去に要する経費の一部を助成す

る制度です。 

※１：補助率は、各商店街からの申請額の合計が本補助金の予算を超える場合、減少する 

可能性があります 

各種申請書等は名古屋市のホームページに掲載していますので、ご活用ください 

 



★制度の流れ 

工事前年度 

（令和８年度） 

工事当年度 

（令和９年度以降） 

  

 

▼補足説明 

調査結果報告書 

本制度の調査の補助金申請が必須ではなく、同等程度の調査を独自

に実施している場合でも対応可能です。なお、改修・撤去の必要性が

確認できれば、工事の前々年度に調査したものでも対応可能です。 

計画認定申請 

複数施設、複数年度にわたる工事の計画認定申請でも構いません。

なお、複数年度の場合、毎年の計画認定申請は必要ありませんが、事

業費の増額を伴う場合は、工事を予定する前年度の９月末日までに

必ず計画変更申請をしてください。 

交付申請・実績報告 

複数年度の計画認定の承認を受けた場合でも、毎年度の交付申請書

及び実績報告書の提出は必要です。そのため、各年度３月末までにそ

の年度に実施した工事の代金の支払いを完了してください。 

補助限度額 

令和６年度から１０年度において、１商店街あたりの補助限度額に

達していなければ、複数回の調査及び改修・撤去を行うことは可能で

す。ただし、いずれも下限要件・申請要件を満たす必要があります。 

下限２５０万円超 

複数施設及び複数年度にわたる工事で、施設改修費及び撤去費が 

２５０万円超になるのであれば申請可能です。 

ただし、複数年度にまたがる工事で、最終的に２５０万円を超えない

場合、既に交付した補助金は返還していたくことになりますので、 

ご注意ください。 

計

画

認

定

申

請 

認定申請提出期限 

９月末締切 

交付申請提出期限 

５月末締切 
 

計

画

認

定

書

の

交

付 

 
調査結果 

報 告 書 

添付 

交付申請提出期限 

５月末締切 

②
実
績
報
告 

・
調 

査 

・
交
付
決
定 

①
交
付
申
請 

 

改修・撤去をしない場合 

計画認定申請は不要 

②
実
績
報
告 

・
工
事
施
工 

・
交
付
決
定 

①
交
付
申
請 

 

 

▼補助金申請の流れ 

 
改

修

・

撤

去 

調

 
 

査 

▼補助金申請の流れ 



★対象事業 

区 分 補助事業の要件 補助対象経費 

調 査 

・災害時の安全対策を目的として実施するもので、建

築士等が街路灯、アーチ及びアーケードの形状、材

質、錆による腐食の進行状況等を確認して、改修又

は撤去が必要な箇所を指摘する現況調査、耐震診断

等の調査・診断を行うものであること 

・上記の調査・診断により、調査報告書を作成して、

改修・撤去が必要な場合は工事提案及び概算工事経

費の算定を行うものであること 

・上記調査と併せて実施する、街路灯、アーチ及びア

ーケードの整備方法に関する助言、指導を行うもの

であること 

 
・調査、測量に関する

委託費 

・調査結果報告書の

作成に要する経費 

・コンサルティング

費、計画策定費 

改 修 

・災害時の安全対策を目的として実施するもので、計

画認定に基づく改修工事であること 

・補助対象経費の合計額が２５０万円超であること 

・施設改修費（建替え

を含む） 

撤 去 

・災害時の安全対策を目的として実施するもので、計

画認定に基づく撤去工事であること 

・補助対象経費の合計額が２５０万円超であること 

・商店街等団体の解散を目的とした撤去でないこと 

・撤去費（建替えに伴

うものは対象外） 

  

補助対象外経費 

・調査の結果、十分な強度を有しており、現時点では改修又は撤去を要しないと認めら 

れる施設に係る改修工事又は撤去工事 

・塗装、部品交換など通常の維持管理のために行う工事 

・災害対策を目的とするものと認められない塗装、デザインの変更等 

・事業の実施に伴って発生する施設の移設・撤去、残材処分などの経費のうち、補助事

業者が負担することが適当でないと認められるもの 

注１ 令和６年度から令和１０年度におけるアーチ、アーケード及び街路灯の改修・撤去

を合わせた補助対象経費の合計額が２５０万円超の場合も含む 

注２ 撤去（改修において施設撤去をする場合も含む）においては、過去に国等から補助

金を受けて整備したもので、当該処分制限期間を経過していないものは補助対象外と

する（ただし、処分の承認を受けた場合は、この限りでない） 

 

【参考】街路灯の制度比較 

事業費(税込) 55                         250 275             1,000(万円) 

災害対策 

(前年度までに調査) 
   

50％ 

125～500 万円 
 

補修・撤去 

（県げんき） 
 

40％ 

20～100 万円 
 

補修・撤去 

（通常） 

20％ 

～50 万円 
 


